
平成２６年４月１６日

関係者各位

株式会社ＭＴＧＯＸ

保全管理人 弁護士 小林信明

保全管理命令等のお知らせ

株式会社ＭＴＧＯＸ（以下「ＭＴＧＯＸ」といいます。）は、平成２６年２月２８日、東

京地方裁判所（以下「東京地裁」といいます。）に、民事再生手続開始の申立てをし、一定

の弁済、担保設定、財産処分を禁止等する命令（以下「弁済・財産処分禁止等命令」とい

います。）及び包括的禁止命令とともに、監督命令及び調査命令が発令され、当職が監督委

員兼調査委員に選任されていました。

 そして、ＭＴＧＯＸによる民事再生手続の遂行が難しい状況下、本日平成２６年４月１

６日、東京地裁は、ＭＴＧＯＸによる民事再生手続の遂行が難しいと認め、ＭＴＧＯＸの

民事再生手続開始の申立てを棄却するとともに、保全管理命令を発し、当職が保全管理人

に選任されました。なお、従前と同じ内容の弁済・財産処分禁止等命令及び包括的禁止命

令も発令されています。

 これに伴い、保全管理人である当職が、東京地裁の監督の下、ＭＴＧＯＸの財産の管理

処分を行うことになりますが、ＭＴＧＯＸの財産について、米国連邦倒産法第１５章の手

続等の国外の手続の利用も試みながら、国内外で公正且つ平等な管理に努めてまいる所存

です。

 今後の見通しについては、東京地裁の決定事項ではありますが、然るべき時期に、破産

手続開始の決定がなされることが予想されます。

 本件については、関係者の皆様からの問い合わせも予想されるため、別紙にて、基本的

なご質問に対する回答を掲載しております。

 また、従前と同様、保全管理人の下で以下のコールセンターの利用を継続しております。

ただし、現時点で、別紙の内容以上の回答は困難ですので、予めご了承下さい。

電話番号  ０３－４５８８－３９２１

受付時間  月曜日～金曜日 午前１０時～午後５時

※ なお、問合せ窓口は上述のとおりであり、保全管理人の事務所への直接のお問合せ、E

メールによるお問合せにも対応が困難ですので、お控え頂きますようお願い致します。

今後も、関係者の皆様にお知らせすべきことについては、必要に応じ、ＭＴＧＯＸのウ

ェブサイト（https://www.mtgox.com/）等にてお知らせする予定です。

本件の特殊性、状況が流動的であること等もあり、ご不便なこともあると存じますが、

今後の手続にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 以上

https://www.mtgox.com/


別紙

平成２６年４月１６日

関係者各位

株式会社ＭＴＧＯＸ

保全管理人 弁護士 小林信明

基本的なご質問に対する回答

下記のとおり、株式会社ＭＴＧＯＸ（以下「ＭＴＧＯＸ」といいます。）に関する現状や、

現状における見通し等を、可能な限りでお知らせします。

 なお、裁判所や破産手続が開始した場合の破産管財人等、当職以外が決定すべき事項も

あること、現時点の予想に留まる部分が多いことをご理解下さい。

 今後も、関係者の皆様にお知らせすべきことがありましたら、ＭＴＧＯＸのウェブサイ

ト（https://www.mtgox.com/。以下同じ。）にてお知らせする予定です。

○現状

Q なぜ民事再生手続開始の申立てが棄却されたのか？

A ＭＴＧＯＸによる民事再生手続の遂行が難しい状況下、東京地方裁判所（以下「東京地

裁」といいます。）は、ＭＴＧＯＸによる民事再生手続の遂行が難しいと認め、民事再生手

続開始の申立てを棄却する旨を決定しました。

Q 今後の手続はどうなるのか？

A 裁判所が決定する事項であり、回答する立場にありませんが、裁判所が、然るべき時期

に、破産手続を開始する決定を行うことが予想されます。

Q 保全管理命令とは何か？

A 破産手続開始の決定までの間、一時的に、裁判所が選任する保全管理人にＭＴＧＯＸの

財産を管理処分させる裁判所の命令です。

 保全管理人として、民事再生手続で監督委員兼調査委員であった小林信明弁護士が選任

されました。

Q 一定の弁済、担保設定、財産処分を禁止等する命令とは何か？

A 破産手続開始の決定までの間、①裁判所の許可なしに、平成２６年２月２７日までの原

因に基づいて生じた債務の弁済や担保の提供をすること、②一定の財産の処分を禁止又は

制限する裁判所の命令です。

Q 包括的禁止命令とは何か？

A 破産手続開始の決定までの間、債務者の財産に対する強制執行等や国税滞納処分を禁止

する裁判所の命令です。

https://www.mtgox.com/


Q 破産手続が開始した場合、その後どのような手続になり、いつまで続くのか？

A 破産管財人が選任され、破産手続を遂行し、財産の管理とともに、債権者の確認調査等

を行うことになります。いつまで続くかは現時点ではわかりかねます。

Q 債権者集会は行われるのか？

A 現時点では未定です。

 なお、破産手続を開始する場合には、開始するときに、破産債権者集会の開催について

も決定されます。

Q ＭＴＧＯＸの代表者はどうなるのか？

A 保全管理命令により、ＭＴＧＯＸの代表者は、ＭＴＧＯＸの財産を管理処分する権利を

失っていますが、保全管理人は、今後も必要に応じ、協力を求める予定であり、代表者は

これに積極的に応じる意思を示しています。

○債権届出と調査

Q 債権届出をいつまでにどのようにすれば良いのか？

A 債権届出の期間等は、破産手続が開始した場合に裁判所が定めます。したがって、債権

者の皆様が現時点で直ちに債権届出をする必要はありません。今後、破産手続が開始した

場合において、債権届出期間や調査期日等が定められたときには、破産手続の中で、破産

管財人により、一定の時期に、債権届出の方法等について情報提供がなされるものと考え

ております。なお、破産手続が開始した場合においても、必ず債権届出期間や調査期日が

定められるとは限りませんし、定められる場合でも、破産手続の開始と同時に定められる

とは限りません。

○財産管理状況

Q 自分がＭＴＧＯＸに預けていたコインの枚数を知りたい。

A ＭＴＧＯＸが従前ウェブサイトにおいて行っていた対応（残高確認）は、当面、引き続

き継続する予定です。

ただし、ＭＴＧＯＸのウェブサイトでご確認頂く残高は、あくまでも、ユーザーの皆様

の便宜のためのものであり、ご確認は、債権届出をしたことを意味するわけではありませ

んし、将来破産管財人が当該金額の債権を認めることを意味するわけではありません。し

たがって、当然ですが、ご確認頂いた残高の全額が破産手続になった場合に破産債権とし

て認められるとは限りませんのでご注意ください。

 破産手続が開始した場合、破産債権は、債権届出及びその後の債権調査手続により確定

することとなります。

債権届出の方法等につきましては、上記のとおり、今後、破産手続が開始した場合にお

いて、債権届出期間や調査期日等が定められたときには、破産手続の中で、破産管財人に



より、一定の時期に、債権届出の方法等について情報提供がなされるものと考えておりま

す。なお、破産手続が開始した場合においても、必ず債権届出期間や調査期日が定められ

るとは限りませんし、定められる場合でも、破産手続の開始と同時に定められるとは限り

ません。

Q ＭＴＧＯＸに預けていたビットコインや金銭を返して下さい。

A 東京地裁により、弁済、担保設定、財産処分を禁止等する命令がなされており、ビット

コインや金銭の返還は法的に禁止されています。なお、破産手続が開始した場合には、破

産法に基づき、返還が禁止されます。破産手続が開始した場合の配当については、後述の

とおりです。

Q ＭＴＧＯＸはビットコインや金銭を幾ら保管しているのか？

A ＭＴＧＯＸの財産については、保全管理人が管理しますが、ビットコインの数量や金額

等については、今後、保全管理人や（破産手続が開始した場合には）破産管財人による調

査等（専門家等も関与することが予想されます。）なされていくものと予想しています。

Q 保全管理人は、今後、無くなったと言われているビットコインや金銭の調査をするの

か？

A 破産手続が開始した場合には、破産管財人が、財産の管理をする中で、可能な限りで調

査を行うものと予想しております。保全管理人においても、現時点において、専門家等の

協力を得ながら、可能な限りで調査を行うことを考えています。

なお、従前ＭＴＧＯＸは、捜査機関に相談をしており、保全管理人も、捜査機関から要

請があれば捜査に積極的に協力するつもりです。

Q ＭＴＧＯＸが運営するビットコインの交換取引所はどうなるのか？

A 現時点では未定ですが、今後、破産手続が開始した場合には、ＭＴＧＯＸ自身が交換取

引所を再開することは考えられず、交換取引所等の事業を承継する適切なスポンサー候補

者の有無及び適切なスポンサー候補がいる場合には当該スポンサーへの承継等の様々なこ

とが検討され、交換取引所の処理が決定されることが予想されます。

○配当

Q 破産手続が開始した場合、配当はあるのか？どのようになされるのか？

A 現時点ではわかりかねます。今後、破産手続が開始した場合には、破産管財人が、破産

手続を遂行していく中で、裁判所と協議しつつ決定するものと予想されます。

○その他

Q ＭＴＧＯＸの代表者の責任は追及されないのか？

A 破産手続が開始した場合には、破産手続の中で、代表者の責任の有無を含め、調査がな



されるものと予想しております。

Q スポンサーへの事業等の承継は考えられないのか？

A 今後、保全管理人や（破産手続が開始した場合には）破産管財人の下で、適切なスポン

サー候補者の有無、及び当該スポンサー候補がいる場合には当該スポンサー候補への承継

等の様々なことが検討されていくものと予想しています。

Q ＭＴＧＯＸの関係会社はどうなるのか？

A 現時点において、民事再生手続や破産手続の開始を申し立てたとは聞いていません。

 なお、関係会社との関係については、今後、破産手続が開始した場合には、破産管財人

が適切に管理処理していくものと予想しており、関係会社も、ＭＴＧＯＸに積極的に協力

する意思を示しています。

Q 保全管理人と直接話したい。

A ユーザーを含め、関係者が極めて多数であることもあり、保全管理人への直接のご連絡

はご遠慮いただき、不明点はコールセンターにご連絡下さい。ただし、現時点では、コー

ルセンターにおいても、この別紙以上のことはお答えできない状況であることを、ご理解

ください。

Q 自分は債権者又はビットコインをＭＴＧＯＸに預けているユーザーとして認識されて

いるのか？

A ＭＴＧＯＸのウェブサイト（https://www.mtgox.com/）でご確認頂く残高の確認により

一定のビットコイン残高を確認したとしても、ＭＴＧＯＸにより債権者又はユーザーとし

て認識されているとは限りません。債権者又はビットコインをＭＴＧＯＸに預けているユ

ーザーの特定については、今後の手続において、必要に応じ、一定の方法で、債権者又は

当該ユーザーの特定手続を実施することが検討されると予想されますので、現時点におい

ては、それをお待ち頂ければと思います。

Q 米国連邦倒産法第１５章の手続や訴訟はどうなるのか？

A 保全管理人は、今後も、日本の手続において、国内外の債権者を平等に取り扱う必要が

あるため、日本の手続とともに、米国連邦倒産法第１５章の手続も遂行する必要があると

考えており、破産手続が開始した場合にも、それは同じことと予想しています。

以上

https://www.mtgox.com/

